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東京公務公共一般労働組合 

 

公共一般労組 
都立職業訓練校 CAD 製図科民間委託 

不当解雇撤回争議勝利和解終結のお知らせ 
 

 
【Ⅰ】内容の概要 

１、都立職業訓練校 CAD製図科民間委託不当解雇撤回争議は、本日 9月 27日東京都労働委員会において、被申

立人東京都との間で和解が成立し争議を終結させることができました。 

これまで、争議を支援してくださった皆様に改めて、お礼を申し上げます。 

 

２、本件事件は、CAD製図科の非常勤講師として勤務していた、当労組委員長が勤務していた東京都職業能力開

発センター（職業訓練校）の江戸川校において、2014年 10月に突然、委員長が校長から呼び出され「CAD製図

科を来年度から民間委託するので、担当講師 31人全員の解雇となるので、委員長に最初にお伝えしておく。あ

なたも身の振り方を考えておくように」と、一方的に解雇通告を受けたことから始まりました。 

 

３、その後の団体交渉において、責任部局である東京都産労局は、団体交渉自体を否定する回答や、使用者とし

ての雇用継続、その他の雇用先確保の努力義務を全面拒否して、2015年度 4月に民間委託を強行し、都内 4校に

配置されていた非常勤講師 31人全員を解雇しました。 

 

４、このことから、当労組は東京都を相手に、CAD製図科の非常勤講師であった中嶋委員長を含む 3人の原告で、

2015年 5月に東京都労働委員会不当労働行為救済申し立て、東京地裁に地位確認請求と損害賠償請求の申立てを

それぞれ行いました。 

 

５、東京都は、「非常勤は、一年任用である。次年度の雇用は保障されない。」「民間における解雇権乱用法理は

類推適用されない。」などと非常勤職員の特殊な雇用形態である「任用論」に固執しました。 

しかし、組合は、結成以来、実態として団体交渉を通じて、委託、廃科に伴う非常勤講師たちの雇用問題につ

いては、類似の科目へ異動させるなどして、これまで 15件以上 50人以上の講師の雇用継続をその都度労使合意

のもとで保障してきました。東京都は労使慣行の不都合な事実に蓋をして、裁判、都労委での和解を拒否するな

ど、頑迷な態度を取り続けてきました。組合は、これまで 5波にわたるストライキを行使し、他支部も歩調を合

わせ同時期に複数の支部でもストライキによる統一闘争で東京都に対し、早期解決を求めきました。 

 

６、違法な民間委託の実態追及に、和解協議につく東京都 

組合は、昨年の東京都労働委員会、裁判において、現在の民間委託が違法であることを追及してきました。職

業能力開発促進法は、「職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練を実施する必要が

あるときのみ」「職業能力の開発及び向上について適切と認められる施設に対して」委託することが可能として

います。（１５条の７第３項）それにもかかわらず、そのような実態が無く、違法な民間委託となっていました。 

ところが、民間委託後の実態は募集定員を半減させ、就職者数も直営時代の 4分の 1にまで落ち込むなど、惨

憺たる民間委託の失敗が争議の中で明らかにされました。 



組合から委託問題の追及を受け、東京都は昨年夏から民間委託路線を死守するため当労組との早期和解を決断

するほかなく、協議のテーブルに昨年 6月初めて着き、今日まで解決に向けた協議を重ねてきました。 

 

７、その結果、命令や判決が示される前に、今年の 4月から原告 3人の職場復帰を果たすことができたものです。

その後、争議全体の問題を解決させるため団交と並行して都労委における和解協議を継続して取り組み、本日、

争議終結を迎えることができました。 

 

 

【Ⅱ】本件争議終結の特徴点 

１、制度上の問題から「任用の壁」と言われ、自治体臨時・非常勤職員の職場復帰（地位確認）を裁判で勝利す

ることが難しいと言われている中で、労働委員会による命令、裁判所による判決が出される前に、原告 3人の職

場復帰が実現できたことは重要で、しかも行政において極めて異例であり今後、官製ワーキングプアの雇用問題

に意義がある一石を投じました。 

 

２、原告が失ってきた事業時間数の回復を将来にわたって回復させることを確認し、争議も遺失分に対する責任

を都は行っていくことが確認されました。 

 

３、和解文書に、今後の解雇、民間委託によるリストラが発生した際の、紛争回避努力や雇用確保の努力義務が

盛り込まれたことは、自治体の安定雇用労働者にとって大きな財産を残すことができました。 

 

 

【Ⅲ】今後の展望 

組合は、民間委託問題については、直営化を求める取り組みを継続していきます。公共職業訓練の民間委託

は就職実績等で効果が低いことが公的調査でも明らかになっているにも係らず無駄な税金を営利企業に注

いでいる実態にメスを入れる為、住民監査請求も検討していきます。 

国の調査でも、都の委託訓練の就職率は約５６％と直営や他県に比して低い実態です。また、従来委託は

事務系であったが、2015 年にものづくり系のＣＡＤ製図科４校を民間委託しました。この委託により①定

員半減②ものづくりと無縁の不適切は施設に委託、の２点で法の趣旨に反し、また、関連就職数が４分の１

に減るなど、都民サービスの重大な低下を招いていると同時に、事業としても失敗していることは明らかで

す。また、現在、CAD 製図科を 4 年にわたり受託し続けている 2 つの業者に対して業績が半分以下にも係

らず当初の委託費を維持、それ以上に注ぎ込んでいる不明朗な疑惑にもメスを入れる必要がささやかれてい

ることもあります。 

 

以上 


